
《論文等の発表に際して注意していただきたいこと》 (知的財産本部) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[注意点] この例外規定（特許法第30条）を使っての出願は、発明者が出願する前に第三者が出願している

と特許が取れなくなってしまう不安定な出願ということから、実施契約で安く値切られる傾向があります。 

また、ヨーロッパへの出願ではこの救済措置は適用されませんので、世界戦略は取れなくなるでしょう。 

 

【いずれにせよ、完全に保護されるためには、発表前の出願に優るものはありません】 

 「秘密保持に同意した」という文書に署名

してもらい、配布資料にも「発表内容に秘密

保持の義務を負う」と明記しましょう。こうし

ておけば、公に知られたことにはなりませ

んので、出願してもそれで拒絶にはなりま

せん。（但し、その会で配布した資料が、善

意の第三者へ誤って渡った場合には、不特

定の人に知られた発明となり、特許が取れ

なくなる恐れがありますので、発表後は一

刻も早く出願することが大切です。） 

修論・博士論文発表は公聴会が原則ですので 

会自体を閉鎖状態にはできません 

次回に期待しましょう 

発表しようとする論文に特許になりそうな発明はないですか？ 

Yes No 

大学主催ですか？※学部・学科主催は該当しません 

Yes No 

発明者が自ら発表しま

すか？（発明者が複数

いる場合、その中の１

人であればOK） 

特許庁長官指定の学術団体

主催ですか？ （国や県主催

であっても特許庁長官指定

となっていない団体があり

ますので、その都度きちんと

確認しておきましょう。） 
Yes 

No 

文書と出願される発明のポイントが異な

れば適用されません。 

口頭のみはダメ。OHP、Power Pointでも

OKですので文書におこしましょう。 

文書には発明のポイントが

正しく記載されていますか？ 

発表は文書に基づいて行いますか？

発表から6ヶ月以内に出願しましょう 

但し、予稿集を先に頒布したり、ネットで発表した場合には、その時点から6ヶ月となります。 

Yes 

Yes No 

Yes 
No 

No 

特許取得へ 

出願は済ませましたか？

Yes

No 

聴衆者全員に秘密保持を依頼できますか？

発表が迫っているので、準備が間に合いません。

発表後でも特許の出願は可能ですか？ 

Yes 

特許は諦めざ

るを得ません 

Yes 

No 


